
国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
複
写

事
務
を
委
託
す
る
法
人
の
選
定
手
続
に
関
す
る
内
規 

（
令
和
元
年
十
一
月
八
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
一
号
） 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
内
規
は
、
国
立
国
会
図
書
館
複
写
規
程
（
平
成
十
四
年
国
立
国

会
図
書
館
規
程
第
一
号
。
以
下
「
複
写
規
程
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）
第
二
十

一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
複
写
事
務
（
以
下
「
複
写
事
務
」
と
い
う
。
）
を

委
託
す
る
法
人
を
選
定
す
る
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
手
続
の
公
正
性
及
び
透
明
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

（
受
託
者
の
要
件
） 

第
二
条 

複
写
事
務
を
委
託
す
る
契
約
（
以
下
「
委
託
契
約
」
と
い
う
。
）
の

相
手
方
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
は
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人

の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

国
立
国
会
図
書
館
の
東
京
本
館
、
関
西
館
及
び
国
際
子
ど
も
図
書
館
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
複
写
事
務
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ

と
。 

二 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る

者
で
な
い
こ
と
。 

（
委
託
契
約
の
期
間
） 

第
三
条 

複
写
規
程
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
の
期
間
は
、
五
年

と
す
る
。 

（
受
託
者
の
公
募
） 

第
四
条 

受
託
者
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
公
募
の
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。 

（
公
告
事
項
等
） 

第
五
条 

総
務
部
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
公
募
を
行
う
と
き
は
、
提
案
書

の
提
出
期
限
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
五
十
日
前
に
官
報
、
掲
示
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。 

一 

複
写
事
務
の
詳
細
な
説
明 

二 

第
二
条
に
規
定
す
る
受
託
者
の
要
件
に
関
す
る
事
項 

三 

委
託
契
約
の
条
項
を
示
す
場
所 

四 

受
託
者
を
選
定
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
説
明
書
の
交
付
方
法
、
交
付
場

所
及
び
交
付
期
間 

五 
受
託
者
を
選
定
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
説
明
会
の
開
催
場
所
及
び
日
時 

六 

提
案
書
の
提
出
方
法
、
提
出
先
及
び
提
出
期
限 

七 

第
二
条
に
規
定
す
る
受
託
者
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
者
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
提
案
書
及
び
提
案
書
に
関
す
る
条
件
に
反
し
て
提
出
さ
れ
た
提
案
書



は
無
効
と
す
る
こ
と
。 

八 

受
託
者
の
選
定
方
法
に
関
す
る
事
項 

九 
受
託
者
の
選
定
結
果
の
通
知
日 

（
国
立
国
会
図
書
館
複
写
事
務
委
託
評
価
委
員
会
） 

第
六
条 

受
託
者
と
し
て
最
適
な
者
の
特
定
（
以
下
「
特
定
」
と
い
う
。
）
を

行
う
た
め
、
国
立
国
会
図
書
館
に
、
国
立
国
会
図
書
館
複
写
事
務
委
託
評
価

委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。 

一 

提
案
書
及
び
複
写
に
係
る
技
術
（
以
下
「
提
案
書
等
」
と
い
う
。
）
に

関
す
る
評
価
項
目
及
び
評
価
方
法
の
策
定 

二 

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
策
定 

三 

提
案
書
等
の
評
価 

３ 

委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
委
員
四
人
で
組
織
す
る
。 

４ 

委
員
長
は
、
総
務
部
総
務
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。 

５ 

委
員
は
、
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
の
サ
ー
ビ
ス
企
画
課
長
及
び
複
写
課
長
、

関
西
館
文
献
提
供
課
長
並
び
に
国
際
子
ど
も
図
書
館
資
料
情
報
課
長
を
も
っ

て
充
て
る
。 

６ 

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。 

７ 

委
員
会
の
庶
務
は
、
総
務
部
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

（
評
価
項
目
及
び
評
価
方
法
の
策
定
時
期
） 

第
七
条 

委
員
会
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
先
立
ち
、
前
条

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
評
価
項
目
及
び
評
価
方
法
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

（
提
案
書
等
の
評
価
） 

第
八
条 

提
案
書
等
の
評
価
は
、
前
条
の
評
価
項
目
及
び
評
価
方
法
に
従
い
、

委
員
長
及
び
委
員
が
各
自
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

委
員
会
は
、
前
項
の
委
員
長
及
び
委
員
各
自
の
評
価
を
総
合
し
て
、
特
定

を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

委
員
会
は
、
前
項
の
特
定
の
結
果
を
総
務
部
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
意
見
の
聴
取
） 

第
九
条 

委
員
会
は
、
第
六
条
第
二
項
の
事
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

（
受
託
者
の
選
定
） 

第
十
条 

総
務
部
長
は
、
第
八
条
第
三
項
の
報
告
を
踏
ま
え
、
受
託
者
を
選
定

す
る
も
の
と
す
る
。 

（
細
則
） 

第
十
一
条 

こ
の
内
規
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
受
託
者
を
選
定
す
る
手
続
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

抄 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
令
和
元
年
十
一
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


